
る事務所の看護師等が指定介護予防訪問看護を行った場合は、特   

別地域介護予防訪問看言隻加算として、1回につき所定単位数の100   

分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。  

6 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働   

る事務所の看護師等が指定介護予防訪問看護を行った場合は、特  

別地域介護予防訪問看護加算として、1回につき所定単位数の100  

分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。  

大屋が定める施即そ   

の一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、   

当該事務所を除雄一⊥郎として使一嗣される事琴所の看   
護師筆力騨1回lこつき所定   
単位数の100分の10に相当する単位徴を所定単位数に卯草する。  

1埠牢介護予防書を同軍護事業所の看護師等が、別lこ厚生労働大臣   

が定める地域に居住してい御車業の宰確   

地域（指定介護予防サービス基準第72条第5号に規定する通常の  
事業の実施地域をいう。）を越えて、指定介護予防訪問看護を行  

った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数   

を所定単位数に加算すろ。  

旦 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   

府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護ステーションが、利用   
者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により2   

4時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなってい   

ない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時介護予防訪問   
看護加算として、1月につき540単位を所定単位数に加算し、指定   
介護予防訪問看護を担当する医療機関（指定介護予防サービス基   
準第63条第1項第2号に規定する指定介護予防訪問看護を担当す   
る医療機関をいう。）が、利用者の同意を得て、計画的に訪問す   

ることとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊   

急時介護予防訪問看護加算として、1月につき290単位を所定単位   

数に加算する。  

旦 指定介護予防訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に   
対して、指定介護予防訪問看護事業所が、指定介護予防訪問看護   

の実施に関する計画的な管理を行った場合は、特別管理加算とし   
て、1月につき250単位を所定単位数に加算する。   

建 指定介護予防訪問看護を利用しようとする者の主治の医師（介   
護老人保健施設の医師を除〈。）が当該者が急性増悪等により一   
時的に頻回の指定介護予防訪問看護を行う必要がある旨の特別の   

生 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   
府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護ステーションが、利用   

者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準によリ2   
4時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなってい   

ない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時介護予防訪問   
看護加算として、1月につき540単位を所定単位数に加算し、指定   
介護予防訪問看護を担当する医療機関（指定介護予防サービス基   
準第63条第1項第2号に規定する指定介護予防訪問看護を担当す   
る医療機関をいう。）が、利用者の同意を得て、計画的に訪問す   

ることとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊   

急時介護予防訪問看護加貫として、1月につき290単位を所定単位   
数に加算する。  

旦 指定介護予防訪問看護に閲し特別な管理を必要とする利用考⊥剋   

卿に対して、指   

定介護予防訪問看護事業所が、指定介護予防訪問看護の実施に関   
する計画的な管理を行った場合は、特別管理加算として、1月に   
つき250単位を所定単位数に加算する。  

旦 指定介護予防訪問看護を利用しようとする者の主治の医師（介   
護老人保健施設の医師を除く。）が当該者が急性増悪等により一   
時的に頻回の指定介護予防訪問看護を行う必要がある旨の特別の  
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指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、介護予   

防訪問看護費は、算定しない。  

乙 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介   
護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症   
対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問看護費は、   
算定しない。  

指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、介護予  
防訪問看護費は、算定しない。   

止 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介  

護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症  
対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問看護費は、  

算定しない。   

ハ凋 6単位   

注潤合しているものとして都道  

府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が、利用者に対  
し、指定介護予防訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位  
数を加算する。  

4 介護予防訪問リハビリテーション糞   
イ 介護予防訪問リハビリテーション責（1回につき）  305単位   

注1 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテー  
ション事業所（指定介護予防サービス基準第79条第1項に規定す  
る指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。）  

4 介護予防訪問リハビリテーション費（1日につき）  500単位  

注1 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテT  

ション事業所（指定介護予防サービス基準第79条第1項に規定す  

る指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。）  
の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、計画的な医学的管   

理を行っている医師の指示に基づき、指定介護予防訪問リハビリ  

テーション（指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介   

護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。）を行った場  

合に算定する。   

2 次lこ掲げるいずれの基準lこも適合する指定介護予防訪問り／＼ヒ   

リテーション事業所l＝ついて、リ′＼どリテーションマネジメ：ノト  

加算として、1日につき20単位を所定単位数に加算する。  

イ 医師、理学療法士、作業療法士、吉富吾聴覚士その他の職種の  
者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作  
成しているこL   

岬旨示  

を受けた理学療法士、作業療法士又は言言吾聴覚士が指定介護予  
防訪問リハビリテーションを行っているとともに、利用者の状  
態を定期的に記録しているこL   

ハ 利用者ごとのり′＼どリテーション実施計画の進捗状況を定期  

的に評価し、叫ていること。   

ニ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の従業者が、指  

定介護予防支援事業者（法第卵条第1項に規定する指定介護予  

の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下こ  の号において  

「理学療法士等」という。）が、計画的な医学的管理を行ってい  

る医師の指示に基づき、指定介護予防訪問リハビリテーション（指  

定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハ  
ビリテーションをいう。以下同じ。）を行った場合に算定する。  

P」顔占   
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防支援事業者をいう。以下同じ。）を：通じて、指定介護予防言方  

問介護の事業その他の介護予防サービス事業に係る従業者に対  
して、叫舌上の留意点、  

介護のエ夫等の情報を伝達しているこL  
テーション事業所の理学療法士等が、   リハビリ  指定介護予防訪問  

別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、  
通常の事業の実施地域（卿条第5号   
に規定する通常御題   

予防訪問リハビリテーションを行った場合鱒、1回につき所定単   

位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。  
3 利用者に対して、当該利用者がリハビリテーションを必要とす   

る状態の原因となった疾患等の治療等のために入院又は入所した   
病院若しくは診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日（以   

下「退院（所）日」という。）又は法第32条第1項に規定する要   
支援認定を受けた日（以下「認定日」という。）から起算して3   
月以内の期間に集中的に指定介護予防訪問リハビリテーションを   
行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1   
日につき200単位を所定単位数に加算する。   

3 弄り用者に対して、当該利用者がリハビリテーションを必要とす   

る状態の原因となった疾患等の治療等のために入院又は入所した   

病院若しくは診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日（以   

下「退院（所）日」という。）又は法第32条第1項に規定する要   
支援認定を受けた日（以下「認定日」という。）から起算して3   
月以内の期間に集中的に指定介護予防訪問リハビリテーションを   

行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1   
日につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、この場合にお   

いて、リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場   

合は、算定しない。  
4 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介   
護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症   
対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問リハビリテ   
ーション費は、算定しない。  

4 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介   
護若しくは介護予防特定施設入居者生活介吉葉又は介護予防認知症   

対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問リハビリテ  
ーション費は、算定しない。  

口調 6単位 6早位   

注 鋸こ厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   

府県知事に届け出た指定介護予防訪問リハビリテーション事業所   
が、利用者に対し、指定介護予防訪問リハビリテーションを行っ  
た場合は、1回につき所定単位数を加算する雲  

5 介護予防居宅療養管理指導費   

イ 医師又は歯科医師が行う場合   

（1）介護予防居宅療養管理指導費（Ⅰ）   

（2）介護予防居宅療養管理指導費（Ⅱ）  

5 介護予防居宅療養管理指導費   

イ 医師又は歯科医師が行う場合   

（1）介護予防居宅療養管理指導費（Ⅰ）   

（2）介護予防居宅療養管理指導費（Ⅱ）  

500単位  

290単位  

500単位  

290単位  

注1通院が困難な利用者に対して、指定介護予防居宅療養管理指   

導事業所（指定介護予防サービス基準第88条第1項に規定する   

注1 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防居宅療養管理指  
導事業所（指定介護予防サービス基準第88条第1項に規定する  

ー8－  



指定介吉隻予防居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ。）の   
医師又は歯科医師が、当該利用者の居宅を言方間して行う計画的   

かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、指定介   
護予防支援事業者その他の事業者に対する介護予防サービス計   

画の策定等に必要な情報提供（利用者の同意を得て行うものに   

限る。）並びに利用者若しくはその家族等に対する介護予防サ   
ービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及   

び助言を行った場合に、1月に2回を限度として算定する。  

2（1）については、指定介護予防支援事業者等に対する情報提供   

を行わなかった場合は、1回につき100単位を所定単位数から減   

算する。  

3（1）については、（2）以外の場合に、（2）については、診療報酬の   

算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療   
報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という。）の在宅時   

医学総合管理料を算定する利用者に対して、医師が、当該利用   

者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づ   

き、指定介護予防支援事業者その他の事業者に対する介護予防   
サービス計画の策定等に必要な情報提供（利用者の同意を得て   

行うものに限る。）を行った場合に、所定単位数を算定する。  

指定介護予防居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ。）の  
医師又は歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的  
かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、指定介  
護予防支援事業者その他の事業者に対する介護予防サービス計  
画の策定等に必要な情報提供（利用者の同意を得て行うものに  
限る。）並びに利用者若しくはその家族等に対する介護予防サ  
ービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及  

び助言を行った場合に、1月に2回を限度として算定する。  

2 川については、指定介護予防支援事業者等に対する情報提供  
を行わなかった場合は、1回につき100単位を所定単位数から減  
算する。  

3（1）については、（2）以外の場合に、（2＝こついては、診療報酬の  

算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療  
報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という。）の在宅時  
医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料を算定す  
る利用者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う  

計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、指定介護予防支援事  

業者その他の事業者に対する介護予防サービス計画の策定等に  

必要な情報提供（利用者の同意を得て行うものに限る。）を行  
った場合に、所定単位数を算定する。  

ロ 薬剤師が行う場合  

（1）病院又は診療所の薬剤師が行う場合  

ロ 薬剤師が行う場合  

（1）病院又は診療所の薬剤師が行う場合   

卜）朋ま2回目の算定の場合  
仁）月の3回目以降の算定の場合  

550単位  

385単位   

ー・在宅の利用者に対し壬 

（二）朋吋しで行う場合  
（2）薬局の薬剤師が行う場合   

一 在宅の利用者に租して行i坦全 

に）居住系施設入居者等に対して行う場合  

550単位  

300単位  

（2）薬局の薬剤師が行う場合  

（－）月の1回目の算定の場合  500単位   500単位  

350単位  岬 300単位  

注1 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防居宅療養管理指  

導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師  
にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が  

策定した薬学的管理指導計画）に基づき、当該利用者の居宅を  
訪問し、薬学的な管理指導を行った場合に、1月に2回（薬局  
の薬剤師にあっては4回）を限度として算定する。ただし、別  
に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者の居宅を訪問  
し、薬学的な管理指導を行った場合は、（1）q又は（2）自の場合に  

注1（1）卜）及び（2）（づについては、嘩≡（昭和3  
8年法律第133号）第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法   

第20条の6に規定する軽費老人ホーム、瑚幕＝割こ規  
定する有料老人ホーム若しくは高齢者の居住の安定確保に関す   
る法律施行規則（平成13年国土交通省令第＝5号）第3条第6号  
に規定する高齢者専用賃貸住宅に入居若しくは入所している者  
又は法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居  
宅介護（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備   
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及び連歯並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介言葉予  

防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労  働省令第36号）碑〉  
若しくは法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型  
共同生活介護を受lナている者（以下「居住系施設入居者等Lと  
いう。）㈱及  び（2）に）l叫困難な  
ものに対して、指定介護予防居宅療養筆翠顆導事業所の薬剤師  
が、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬糾掛こあ？ては、医師  
又は歯科医師の手旨示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管  
理指導計画）に基づき、当該利用者を言方間し、薬学的な管理指  
導を行い、関係職種への必要な報告及び情報提供を行った場合  
につき、1月に2回（薬局の薬剤師にあっては4回）を限度と  
して算定する。ただし、瑚こ厚生労  

働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管  

理指導を行った場合は、一1畔引こ8回を限度  
として算定する。  

2 療病緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投  

薬が行われている蜃紳入愚考葦に対し  

て、当該薬剤の使用に関する必要な薬学的管理指導を行った場  
合は、1回につき100単位を所定単位数に加算する。  

ハ 管理栄養士が行う場合   

川瑚 530単位  （2髄 450単位   

注 通院又は適所が困難な在宅の利用者又は居住系施設入居者等に  
対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居宅  
療養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っ   

ている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係  

る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、1月に2回を限度  

として算定する。  

イ 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低  

栄養状態にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、  

管理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種の者が共同して、利  
用者ごとの摂食・噴下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計  
画を作成していること。  

ついて、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として算定する。  

2 居宅において療病緩和のために別に厚生労働大臣が定める特  

別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使  
用に関する必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき1  
00単位を所定単位数に加算する。  

ハ 管理栄養士が行う場合  530単位  

注 通院又は通所が困難な剋旦畳に対して、次に掲げるいずれの基   

準にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所の管理栄養   
士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき」呈   

該利用者の居宅を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は   
助言を行った場合に、1月に2回を限度として算定する。  

イ 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低  
栄養状態にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、  

管理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種の者が共同して、利   
一 用者ごとの摂食・蟻下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計  

画を作成していること。  
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ロ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとと   

もに、利用者又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提   
供及び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録   
していること。  

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必  

ロ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとと  

もに、利用者又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提  

供及び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録  
していること。  

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必  

要に応じて当該計画を見直していること。  

ニ 歯科衛生士等が行う場合  
川御 350単位   （2）倒 300単位   

注 通院又l享通所が困難な在宅の利用者又は居住系施設入居者等に  

対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予防居宅  
療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該  

利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき」  
当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、1月に4回を限  
度として算定する。  

イ 介護予防居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断し  
た者（その実施に同意する者に限る。）に対して、歯科衛生士、  

保健師又は看護職員が、当該利用者を訪問し、歯科医師、歯科  
衛生士その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔衛生状  
態及び摂食・噴下機能に配慮した管理指導計画を作成している  
こと。  

ロ 利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当  

該利用者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・峨下機能  
に関する実地指導を行っているとともに、利用者又はその家族  

等に対して、実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い、  
定期的に吉己録していること。  

ハ 利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必  

要に応じて当該計画を見直していること。  

ホ 看護職臭が行う場合  400単位  

注1 通院が困難な利用者であって、医師が看護職具による介護予防  
居宅療養管理指導が必要であると判断した者に対して、指定介護  

予防居宅療養管理指導事業所の看護職鼻が当該利用者を訪問し、   
帝養上の相談及び支援を行った場合は、法第32条に規定する要支  
援認定、法第33条に規定する要支援認定の更新又は法第33条の2  
に規定する要支援状態区分の変更の認定に伴い作成された介護予  

要に応じて当該計画を見直していること。   

歯科衛生士等が行う場合 350単位  

注 通院又は通所が困難な剋旦量に対して、次に掲げるいずれの基   

準にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所の歯科衛生   

士、保健師又は看護職員が、当該利用者に対して訪問歯科診療を   

行った歯科医師の指示に基づきL当該利用者の居宅を訪問し、実   
地指導を行った場合に、1月に4回を限度として算定する。  

イ 介護予防居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断し   

た者（その実施に同意する者に限る。）に対して、歯科衛生士、   

保健師又は看護職員が、卿、歯科医師、   

歯科衛生士その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔衛   
生状態及び摂食・噴下機能に配慮した管理指導計画を作成して  
いること。   

口 利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当   

該利用者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食■囁下機能   
に関する実地指導を行っているとともに、利用者又はその家族   

等に対して、実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い、  
定期的に記録していること。   

ハ 利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必   

要に応じて当該計画を見直していること。  
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防サ側   

に規定する指定介護予防サ即   

ら榊師が   

指定介護予防居宅療養管理指導を行った場合は、所定単位数の100   

分岬  

2 利用者が定期的に通院している場合若しくは定期的に訪問診療  
を受けている場合又は利用者が介護予防言方間者注、介護予防訪問  

リハビリテーション、介護予防短期入所生活介桂、介護予防短期  

入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護若しくは介護予  
防鱒知症対卿  

6 介護予防適所介護黄（1月につき）   

イ 介護予蛎通所介護費   

（1）要支援1  2，226単位   

（2）要支援2  4，353単位  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし  
て都道府県知事に届け出た指定介護予防適所介護事業所（指定  
介護予防サービス基準第97条第1項に規定する指定介護予防通  
所介護事業所をいう。以下同じ。）において、指定介護予防通  

所介護（指定介護予防サービス基準第96条に規定する指定介護  
予防通所介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、利用者の  

要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。た  

だし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に  
厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大  
臣が定めるところにより算定する。  2潮旨  
定介護予防サービス基準第97条軍1項1こ規定す冬介言草予防通所  

介護従業者をし畔厚生労働大臣鱒冬め争地域lこ居  
住している利用者に対して、瑚（指定介護  
予防サーゼス基準第101条第6号に規零する通草卿  
域をいう」を越ネて、j旨定介護予防通所介護を行った場合は、  1脚定単位  
数に加算する。  

3別に厚生労働大臣が定める基準に適令しているものとして都  
道府県知事に届け出た指定介護予防通所介諌事業所においてト  

6 介護予防適所介護費（1月につき）   

イ 介護予防通所介護費   

（1）要支援1  2．226単位   

（2）要支援2  4，353単位  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし  
て都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所（指定  
介護予防サービス基準第97条第1項に規定する指定介護予防通  
所介護事業所をいう。以下同じ。）において、指定介護予防通  
所介護（指定介護予防サービス基準第96条に規定する指定介護  
予防通所介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、利用者の  

要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。た  

だし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に  
厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大  
臣が定めるところにより算定する。  

保  若年性認知症利用者（介護  
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一  

に対して指定介護予防適所介護を行った場合にl事、若年性認知  
症利用者受入加算として、1月につき240単位を所定単位数に加  
算する。   

旦 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規  
模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介  
護を受けている間は、介護予防通所介護費は、算定しない。   

旦 利用者が－の指定介護予防適所介護事業所において指定介護  
予防通所介護を受けている間は、当該指定介護予防通所介護事  

業所以外の指定介護予防退所介護事業所が指定介護予防退所介  
護を行った場合に、介護予防通所介護費は、算定しない。  

ロ アクティビティ実施加算  嬰登壇   

注 利用者に対して、当該利用者の心身の状況、希望及びその置か  

れている環境を踏まえて作成された計画に基づき、アクティビテ  
ィ（集団的に行われるレクリエーション、創作活動等の機能訓練  
をいう。）を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。  
ただし、この場合において、同月中にハの運動器機能向上加算、   

ニの栄養改善加算又はホの卿、を算定し  

ている場合にあっては算定しない。  

ハ 運動器機能向上加算  225単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県  

知事に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的  
に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は  
向上に資すると認められるもの（以下この注において「運動器機  
能向上サービス」という。）を行った場合は、1月につき所定単  
位数を加算する。  

イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法  

士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ  
指圧師（以下この注において「理学療法士等」という。）を1  
名以上配置していること。  

ロ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、  

介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機  

能向上計画を作成していること。  

ハ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、経験  

旦 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規  
、模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介  

護を受けている間は、介護予防通所介護費は、算定しない。   

旦 利用者が－の指定介護予防通所介護事業所において指定介護  
予防通所介護を受けている間は、当該指定介護予防退所介護事  

業所以外の指定介護予防適所介護事業所が指定介護予防通所介  
護を行った場合に、介護予防通所介護費は、算定しない。  

ロ アクティビティ実施加算  81単位   

注 利用者に対して、当該利用者の心身の状況、希望及びその置か  

れている環境を踏まえて作成された計画に基づき、アクティビテ  
ィ（集団的に行われるレクリエーション、創作活動等の機能訓練  
をいう。）を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。  
ただし、この場合において、ハの運動器機能向上加算、ニの栄養  
改善加算又はホの口腔機能向上加算に係る届出を行っている場合  
は算定しない。  

ハ 運動器機能向上加算  225単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県  

知事に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的  
に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は  
向上に資すると認められるもの（以下この注において「運動器機  
能向上サービス」という。）を行った場合は、1月につき所定単  
位数を加算する。  

イ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法  

士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ  
指圧師（以下この注において「理学療法士等」という。）を1  
名以上配置していること。  

ロ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、  
介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機  

能向上計画を作成していること。  

ハ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、経験  
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のある介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを   

行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録し   
ていること。  

ニ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価   
すること。  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防   

のある介護職員その他の職種の者が運動器機能向上サービスを  

行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録し  
ていること。  

ニ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価  
すること。  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防  
通所介護事業所であること。  

ニ 栄養改善加算  100単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県  
知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある  
利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、  

個別的に実施される栄養食手相談等の栄養管理であって、利用者  
の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下こ  

の注において「栄養改善サービス」という。）を行った場合は、   
1月につき所定単位数を加算する。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護  

職貞、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利  
用者ごとの摂食・噴下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計  
画を作成していること。  

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ  
ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記  
録していること。  

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価するこ  
と＿  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防  
通所介護事業所であること。  

ホ 口腔機能向上加算  100単位  

通所介護事業所であること  

栄養改善加算  150単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県   
知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある   

利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、   

個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者   
の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下こ   
の注において「栄養改善サービス」という。）を行った場合は、  

1月につき所定単位数を加算する。   

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。   
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護  
職鼻、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利  
用者ごとの摂食・膝下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計  
画を作成していること。   

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ  
ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記  
録していること。   

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価するこ  

と。   

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防  
通所介護事業所であること。  

ホ 口腔機能向上加算  150単位  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県   

知事に届け出て、口腔機能が低下している又はそのおそれのある   
利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個   

別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・膝下機   
能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状   
態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注におい   
て「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、1月に   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県   
知事に届け出て、口腔機能が低下している又はそのおそれのある   
利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個   

別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・喋下機   
能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状   
態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注におい   
て「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、1月に  
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F－・   

つき所定単位数を加算する。  

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職鼻を1名以上配置してい  
ること。  

口 利用者の口腔機能を利用開始時に兜握し、言語聴覚士、歯科  

衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が  

共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成して  
いること。  

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、  
歯科衛生士又は看護職鼻が口腔機能向上サービスを行っている  

とともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。  

ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的  
に評価すること。  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防  

通所介護事業所であること。  

へ’事業所評価加算  100単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道  
府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所において、評価  
対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう。）の満了日の  
属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。  

つき所定単位数を加算する。  

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置してい  
ること。  

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科  

衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が  
共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成して  
いること。  

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、  
歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っている  
とともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。  

ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的  
に評価すること。  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防  

通所介護事業所であること。  

へ 専業所評価加算  100単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道  
府県知事に届け出た指定介護予防適所介護事業所において、評価  
対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう。）の満了日の  
属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。  

ト サービス提供体制強化加算   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適■合しているものとして都道  
府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所が利用者に対し  
指定介護予防通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に   

従い、瑚こ応じて1月につき次に掲げる所  
定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定  

の 他の加算は算定しない。  している場合においては、次に掲げるそ  

川 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

要支援1 
要支援2 

（2）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

要支援1  

要支援2 
7 介護予防通所リハビリテーション費（1月につき）   

イ 介護予防通所リハビリテーション費   

（1）要支援1  

坐豊塵  

96単位   

24単位  

48単位  

7 介護予防適所リハビリテーション糞（1月につき）   

イ 介護予防通所リハビリテーション費   

（1）要支援1  2，496単位  2，496単位  
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（2）要支援2  4．880単位  

注1 指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防  
サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビ   

リテーション事業所をいう。以下同じ。）において、指定介護  
予防通所リハビリテーション（指定介護予防サービス基準第116  

条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以  

下同じ。）を行った場合に、利用者の要支援状態区分に応じて、  

それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、  

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは介護  

（2）要支援2  4，880単位  

注1 指定介護予防適所リハビリテーション事業所（指定介護予防  
サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビ   

リテーション事業所をいう。以下同じ。）において、指定介護  

予防適所リハビリテーション（指定介護予防サービス基準第116  

条に規定する指定介護予防適所リハビリテーションをいう。以  
下同じ。）を行った場合に、利用者の要支援状態区分に応じて、  

それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、  

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは介護  
職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、  

別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。  

2において「理学療法士等」という。）   職員（以下この注1及び注  

の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別   
に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。  

瑚蕨凍土等   

が、別に騨対  欄奉準革120  
舞第6号に規定す聯て、   指軍介岬1月に   
つき所牢阜卿こ加   

算する。  3牒て都  
草府県碑ション事   

業所において、琴年性琴知直利用者に対して指定介準予防通所  
リハビリテーションを行った場合には、若年性認知症利用者受   
左担婁上＿し三⊥」j．⊆ユ皇祖旦草堂＿皇．蜘＿  

旦 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規   
模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介   
護を受けている間は、介護予防退所リハビリテーション費は、   
算定しない。  

旦 利用者が－の指定介護予防通所リハビリテーション事業所に   
おいて指定介護予防通所リハビリテーションを撃けている間は、   

当該指定介護予防適所リハビリテーション事業所以外の指定介   
護予防通所リハビリテーション事業所が指定介技予防通所リハ   
ビリテーションを行った場合に、介護予防通所リハビリテーシ   
ョン費は、算定しない。  

乙 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規   
模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介   

護を受けている間は、介護予防通所リハビリテーション費は、   
算定しない。  

旦 利用者が－の指定介護予防適所リハビリテーション事業所に   
おいて指定介護予防通所リハビリテーションを受けている間は、   

当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所以外の指定介   

護予防通所リハビリテーション事業所が指定介護予防適所リハ   
ビリテーションを行った場合に、介護予防適所リハビリテーシ   
ョン費は、算定しない。  

ロ 運動器機能向上加算  225単位   225単位  ロ 運動器機能向上加算  
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注 次に鴇げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県   
知事に虚け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的  
に実施されるリハビリテーションであって、利用者の心身の状態  

の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注において  

「運動器機能向上サービス」という。）を行った場合は、1月に  

つき所定単位数を加算する。  

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この注におい  

て「理学療法士等」という。）を1名以上配置していること。  

口 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、医師、理学療  

法士等、看護職員、介護職員その他の織種の者が共同して、運  
動器機能向上計画を作成していること。  

ハ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い医師又は医師の指示  

を受けた理学療法士等若しくは看護職員が運動器機能向上サー  
ビスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に  
記録していること。  

ニ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価  
すること。  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防  
通所リハビリテーション事業所であること。  

ハ 栄養改善加算  150単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県  
知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある  
利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、  
個別的に実施される栄養食手相談等の栄養管理であって、利用者  
の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下こ  
の注において「栄養改善サービス」という。）を行った場合は、   
1月につき所定単位数を加算する。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  
口 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、  

理学療法士等、看護職員、介護職員その他の職種の暑が共同し  

て、利用者ごとの摂食・礁下機能及び食形態にも配慮した栄養  
ケア計画を作成していること。  

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ  
ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記  
録していること。   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県  

知事に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的  
に実施されるリハビリテーションであって、利用者の心身の状態  
の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注において   

「運動器機能向上サービス」という。）を行った場合は、1月に  

つき所定単位数を加算する。  

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この注におい  

て「理学療法士等」という。）を1名以上配置していること。  

ロ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、医師、理学療  

法士等、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、運  
動器機能向上計画を作成していること。  

ハ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い医師又は医師の指示  

を受けた理学療法士等若しくは看護職員が運動器機能向上サー  
ビスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に  
記録していること。  

ニ 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価  

すること。  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防  
通所リハビリテーション事業所であること。  

ハ 栄養改善加算  100単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県  
知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある  
利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、  
個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者  
の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下こ  
の注において「栄養改善サービス」という。）を行った場合は、   

1月につき所定単位数を加算する。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、  

理学療法士等、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同し  

て、利用者ごとの摂食・喋下機能及び食形態にも配慮した栄養  
ケア計画を作成していること。   

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サ  
ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記  
録していること。  
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ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価するこ   

と。  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防   

通所リハビリテーション事業所であること。  

口腔機能向上加算  150単位   

二 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価するこ   

と。  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防   

通所リハビリテーション事業所であること。  

口腔機能向上加算  100単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県  

知事に届け出て、口腔機能が低下している又はそのおそれのある  
利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個  

別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・喋下機  
能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状  
態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注におい  

て「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、1月に  
つき所定単位数を加算する。  

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置してい  
ること。  

口 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、  
言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の  
者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成  
していること。  

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い医師、医師若  

しくは歯科医師の指示を受けた言語聴覚士若しくは看護職員又  
は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能向上サービス  

を行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録して  
いること。  

ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的  
に評価すること。  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防  
適所リハビリテーション事業所であること。  

ホ 事業所評価加算  100単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道  
府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所  
において、評価対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう。）  

の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数  

を加算する。  

ヘ サービス提供体制強化加算  

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県  
知事に届け出て、口腔機能が低下している又はそのおそれのある  
利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個  

別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・噴下機  
能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状  
態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注におい  

て「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、1月に  
つき所定単位数を加算する。  

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置してい  
ること。  

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、  
言語聴覚士、歯科衛生士、看護職貞、介護職員その他の職種の  
者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成  
していること。  

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い医師、医師若  

しくは歯科医師の指示を受けた言語聴覚士若しくは看護職員又  
は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能向上サービス  

を行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録して  
いること。  

ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的  
に評価すること。  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防  
通所リハビリテーション事業所であること。  

ホ 事業所評価加算  100単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道  
府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所  
において、評価対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう。）  

の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数  
を加算する。  

－18一   




